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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成21年12月10日(2009.12.10)

【公表番号】特表2009-519524(P2009-519524A)
【公表日】平成21年5月14日(2009.5.14)
【年通号数】公開・登録公報2009-019
【出願番号】特願2008-544948(P2008-544948)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/362    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  13/362   ５１０Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年10月21日(2009.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主マスタ周辺装置（１００、２２）および二次マスタ周辺装置（１１０乃至１１２、２
０１乃至２０５、３２、３２１、３２２、３１１、３１２）への接続のためのデータバス
（１０）へのアクセスの方法であって、
　前記バスは、前記周辺装置へのおよび／または前記周辺装置からのデータ伝送に好適で
、ＭＡＣ層レベルのフレームを搬送し、
　前記主マスタ周辺装置は、最高のバスアクセス優先度を持ち、無線媒体へのアクセス手
段を備え、
　前記方法は、
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのアクセスを要求（７１）するとき、前記主マスタ
周辺装置にバスアクセスを承認するステップ（７２）と、
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのアクセスを要求しないとき、前記二次マスタ周辺
装置の１つをバスアクセスに選択するステップ（７５）と
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記選択するステップは、
　前記二次マスタ周辺装置の各々に循環トークンを割当てる（７４０、７４１）ステップ
と、
　前記二次マスタ周辺装置が前記バスへのアクセスを要求する（７５）とき、前記トーク
ンを持つ前記二次マスタ周辺装置にバスアクセスを承認するステップ（７６）と
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記選択するステップは、前記トークンを持つ前記二次周辺装置が前記バスへのアクセ
スを要求しないとき（７５）、前記バスへのアクセスについて、前記二次マスタ周辺装置
間を調停するステップ（７７）を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記調停するステップは、前記バスへのアクセスを要求する二次周辺装置を無作為に選
択するステップを含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記調停するステップは、最後に前記バスにアクセスした、前記バスへのアクセスを要
求する前記二次周辺装置を選択するステップを含むことを特徴とする請求項３に記載の方
法。
【請求項６】
　前記調停するステップは、最も長期にわたって前記バスにアクセスしていない、バスア
クセスを要求する前記二次周辺装置を選択するステップを含むことを特徴とする請求項３
に記載の方法。
【請求項７】
　前記調停するステップは、最も長期にわたって前記バスへのアクセスを要求している前
記二次周辺装置を選択するステップを含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　ライトアクセスタイプまたはリードアクセスタイプを選択するステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのリードアクセスを要求するとき、前記主マスタ周
辺装置にバスリードアクセスを承認するステップと、
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのリードアクセスを要求しないとき、前記二次マス
タ周辺装置の１つをバスリードアクセスに選択するステップと、
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのライトアクセスを要求するとき、前記主マスタ周
辺装置にバスライトアクセスを承認するステップと、
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのライトアクセスを要求しないとき、前記二次マス
タ周辺装置の１つをバスライトアクセスに選択するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記バスは、少なくとも１つのスレーブ周辺装置（１２０乃至１２３、３０）を備え、
　前記方法は、前記スレーブ周辺装置の１つへまたは前記スレーブ周辺装置の１つからデ
ータを伝送することを承認された周辺装置への、前記バスへのリードアクセスおよび／ま
たはライトアクセスを含むことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１１】
　主マスタ周辺装置（１００、２２）および二次マスタ周辺装置への接続のためのデータ
バス（１０）へのアクセス装置（１３、１４）であって、
　前記バスは、前記周辺装置へのおよび／または前記周辺装置からのデータ伝送に好適で
、ＭＡＣ層レベルでフレームを搬送し、
　前記主マスタ周辺装置は、最高のバスアクセス優先度を持ち、無線媒体へのアクセス手
段を備え、
　前記アクセス装置は、
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのアクセスを要求するとき、前記主マスタ周辺装置
にバスアクセスを承認する手段と、
　前記主マスタ周辺装置が前記バスへのアクセスを要求しないとき、前記二次マスタ周辺
装置（１１０乃至１１２、２０１乃至２０５、３２、３２１、３２２、３１１、３１２）
の１つをバスアクセスに選択する手段と
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　データバスと、
　前記バスに接続され、無線媒体へのアクセス手段を備えた、最高の優先度を持つ１つの
主マスタ周辺装置と、
　前記周辺装置へのおよび／または前記周辺装置からのデータ伝送に適している前記バス
に接続された、同じ優先度を持つ１つ又は複数の二次マスタ周辺装置と、
　前記主マスタ周辺装置および前記二次マスタ周辺装置への接続のための前記バスへのア
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クセス装置であって、前記主マスタ周辺装置が前記バスへのアクセスを要求するとき前記
主マスタ周辺装置のバスアクセスを承認する手段と、前記主マスタ周辺装置が前記バスへ
のアクセスを要求しないとき前記二次マスタ周辺装置の１つをバスアクセスに選択する手
段と、を含み、前記バスは前記周辺装置へのおよび／または前記周辺装置からのデータ伝
送に適しておりＭＡＣ層レベルでフレームを搬送する、アクセス装置と
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　前記バスに接続された、前記バスへのアクセスを要求することができないスレーブ周辺
装置を少なくとも１つ備えることを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記周辺装置はメモリであることを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記主マスタ周辺装置はマイクロプロセッサを備えることを特徴とする請求項１２乃至
１４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記バスおよび少なくとも１つの前記二次マスタ周辺装置を備えるコンポーネントを含
むことを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コンポーネントは前記主マスタ周辺装置を備えることを特徴とする請求項１６に記
載のシステム。
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